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野田市規則第２９号 

 

   野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則の一部を改

正する規則 

 

野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則（平成２９年野田市

規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「食物アレルギー」の次に「、疾病等」を加える。 

第３条第３号中「診断された食物アレルギー」の次に「、疾病等」を、「要

する児童」の次に「（以下「食物アレルギー児等」という。）」を加える。 

別表食物アレルギー等対応特別給食提供事業の項を次のように改める。 

 食物アレル

ギー等対応

特別給食提

供事業 

食物アレルギー児

等の食物アレルギー

等に対応するために

要する経費 

 食物アレルギー

児等１人当たり

７，０００円×

当該児に対し特

別な給食を提供

した月数 

 別表の備考を次のように改める。 

備考 保育士定数は、次に掲げる数（小数点以下第２位を切捨て）を合計し

た数（小数点以下第１位を四捨五入）とする。ただし、定員９０人以下の

私立保育所等については、更に１人を加算し、野田市子ども・子育て支援

法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用

給付に係る認定に関する規則（平成２６年野田市規則第３２号）第６条第

１号に定める保育標準時間の区分として、保育必要量の認定を受けた児童

を受け入れる私立保育所等については、更に１人を加算し、認定こども園

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園をい

う。）については、更に２人を加算する。 

(1) 乳児数を３で除して得た数 

(2) １歳以上３歳未満児数を６で除して得た数 



(3) ３歳児数を１５で除して得た数 

(4) ４歳以上児数を２５で除して得た数 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 


